
-
研
究
ノ
ー
ト
-

戦
時
期
日
本
に
お
け
る
農
地
作
付
統
制
政
策
の
運
用
実
態

-
　
長
野
県
の
事
例
I

4

ご
U

坂
　
　
根
　
-
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-
=
:
　
　
弘

一
'
は
じ
め
に

戦
時
農
地
政
策
研
究
の
な
か
で
も
'
農
地
作
付
統
制
に
つ
い
て
の
分

析
は
遅
れ
て
い
る
。
従
来
、
農
地
作
付
統
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
政
策

変
遷
す
ら
も
十
分
に
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況

を
踏
ま
え
へ
筆
者
は
拙
稿
「
農
地
作
付
統
制
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
」

で
'
農
地
作
付
統
制
の
政
策
変
遷
と
そ
の
全
体
的
な
政
策
効
果
、
戦
後

o

農
業
生
産
へ
の
影
響
を
分
析
し
た
。
本
稿
で
は
、
前
掲
拙
稿
で
十
分
に

明
ら
か
に
出
来
な
か
っ
た
道
府
県
レ
ベ
ル
に
お
け
る
作
付
統
制
許
可
申

請
の
連
用
実
態
と
市
町
村
農
地
委
員
会
に
よ
る
耕
作
勧
告
を
検
討
し
た

い
。
本
稿
で
は
'
分
析
対
象
地
域
と
し
て
長
野
県
を
と
り
あ
げ
る
。
長

野
県
を
分
析
対
象
と
す
る
の
は
、
作
付
統
制
許
可
申
請
関
係
の
県
庁
行

政
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
が
'
さ
ら
に
は
長
野
県
が

桑
・
果
樹
・
花
井
な
ど
の
作
付
転
換
割
当
面
積
に
お
い
て
他
と
比
べ
て

(
2
)

飛
び
ぬ
け
て
大
き
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
-
、
桑
園
へ
果
樹
、
樹

首
、
薬
草
な
ど
の
作
付
面
積
並
び
に
そ
の
転
換
割
当
面
積
が
大
き
く
'

農
地
作
付
統
制
分
析
に
と
っ
て
格
好
の
分
析
対
象
地
域
で
あ
っ
た
の
で

E
E
O
i最

初
に
'
長
野
県
に
お
け
る
農
地
作
付
統
制
政
策
の
概
要
を
み
て
お

き
た
い
。
農
地
作
付
統
制
は
一
九
四
一
年
二
月
一
日
施
行
の
臨
時
農
地

等
管
理
令
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
第
八
条
が
耕
作
勧
告
で
あ
り
'
第

十
条
が
作
付
統
制
で
あ
っ
た
。
農
林
省
は
l
九
四
l
年
十
月
二
十
l
日

に
農
地
作
付
統
制
細
則
例
を
道
府
県
に
示
し
へ
道
府
県
で
は
そ
れ
を
踏

ま
え
、
道
府
県
の
農
地
作
付
統
制
細
則
を
定
め
た
。
農
地
作
付
統
制
細

則
例
は
第
一
条
・
第
六
条
・
第
七
条
で
農
林
大
臣
・
地
方
長
官
の
指
定

に
よ
る
作
付
統
制
を
'
第
八
条
で
市
町
村
農
地
委
員
会
に
よ
る
耕
作
勧

告
を
規
定
し
て
い
た
。
長
野
県
で
は
、
一
九
四
一
年
十
月
二
十
三
日
に



榔ォ態実用K
!

の栄政刺m付作也農る十
ノおに本!Mi期時u

長
野
県
農
地
作
付
統
制
細
則
(
長
野
県
令
第
八
十
二
号
)
を
定
め
て
い

る
。
長
野
県
農
地
作
付
統
制
細
則
の
第
一
条
・
第
五
条
・
第
六
条
が
作

=
J

付
統
制
で
あ
-
、
第
七
条
が
耕
作
勧
告
で
あ
っ
た
。
長
野
県
で
作
付
統

制
の
対
象
と
な
っ
た
作
物
は
'
農
林
大
臣
の
指
定
に
よ
る
食
糧
農
作
物

(
稲
へ
麦
、
甘
藷
へ
馬
鈴
薯
へ
大
豆
)
と
知
事
の
指
定
に
よ
る
抑
制
農

作
物
(
果
樹
へ
桑
樹
、
茶
樹
へ
桐
樹
、
竹
、
杷
柳
へ
マ
オ
ラ
ン
、
花
井
へ

西
瓜
へ
樹
苗
、
蘭
、
七
島
蘭
、
薬
草
)
　
で
あ
っ
た
。
以
上
の
う
ち
長
野

県
で
は
、
り
ん
ご
　
(
革
果
)
と
そ
の
他
の
果
樹
へ
薬
用
人
参
へ
洋
菊
、

樹
苗
が
特
に
問
題
と
な
っ
た
。

以
下
で
は
、
二
で
知
事
に
よ
る
作
付
統
制
許
可
を
、
三
で
市
町
村
農

地
委
員
会
に
よ
る
耕
作
勧
告
を
検
討
し
た
い
。

二
へ
農
地
作
付
統
制
の
実
態

(
-
)
知
事
に
よ
る
作
付
統
制
許
可
の
分
析

ア
　
作
付
許
可
規
程
と
そ
の
手
続
き

こ
こ
で
は
、
長
野
県
農
政
課
『
昭
和
十
七
年
度
作
付
統
制
許
可
関
係

(
4
)

綴
』
を
用
い
て
'
作
付
統
制
許
可
の
運
用
実
態
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
作
付
許
可
規
程
と
そ
の
手
続
き
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

長
野
県
令
第
八
十
二
号
の
農
地
作
付
統
制
細
則
に
基
づ
-
許
可
申
請

(
5
)

は
、
三
通
り
あ
っ
た
。
第
一
は
、
第
一
条
第
五
号
の
規
程
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
農
地
作
付
統
制
細
則
第
一
条
は
'
当
分
の
内
、
当
該
農
地
に
、

農
地
作
付
統
制
規
則
(
農
林
省
令
第
八
十
六
号
)
第
二
条
に
よ
り
農
林

大
臣
の
指
定
す
る
食
糧
農
作
物
(
稲
、
麦
へ
甘
藷
'
馬
鈴
薯
、
大
豆
)

以
外
の
農
作
物
の
作
付
け
を
禁
じ
る
も
の
で
'
第
五
号
は
「
其
ノ
他
特

別
ノ
事
由
こ
ヨ
リ
知
事
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
」
は
'
食
糧
農
作
物

以
外
の
作
付
け
を
許
可
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
は
'
第
五

条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
農
地
作
付
統
制
細
則
第
五
条

は
、
知
事
の
指
定
す
る
抑
制
農
作
物
(
果
樹
、
桑
樹
、
茶
樹
へ
桐
樹
へ

竹
へ
杷
柳
、
マ
オ
ラ
ン
)
を
t
 
l
九
四
一
年
十
月
二
十
五
日
に
お
け
る

作
付
面
積
を
超
え
て
作
付
け
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
も
の
で
'
第
三
号
は
、

「
特
別
ノ
事
由
二
因
り
知
事
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
」
は
一
九
四
一

年
十
月
二
十
五
日
の
作
付
面
積
を
超
え
た
抑
制
農
作
物
の
作
付
け
を
許

可
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
第
三
は
'
第
六
条
第
四
号
の
規
程
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
農
地
作
付
統
制
細
則
第
六
条
は
'
知
事
の
指
定
す

る
抑
制
農
作
物
(
花
井
へ
西
瓜
へ
樹
苗
へ
蘭
へ
七
島
蘭
、
薬
草
)
を
知

事
の
指
定
す
る
面
積
を
超
え
て
作
付
け
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
も
の
で
'

第
四
号
は
、
「
特
別
ノ
事
由
二
因
り
知
事
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
」

は
知
事
の
指
定
す
る
面
積
を
超
え
て
抑
制
農
作
物
の
作
付
け
を
許
可
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
知
事
の
指
定
す
る
面
積
と
は
、
花
井
は

「
前
年
度
こ
於
ケ
ル
作
付
面
積
ノ
九
割
」
へ
西
瓜
は
「
前
年
度
二
於
ケ

ル
作
付
面
積
ノ
七
割
」
へ
樹
酉
、
蘭
、
七
島
蘭
、
薬
草
は
「
前
年
度
こ

於
ケ
ル
作
付
面
積
」
で
あ
り
へ
こ
の
場
合
の
前
年
度
作
付
面
積
と
は
'

一
九
四
〇
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
一
九
四
一
年
十
月
二
十
四
日
の
一
年

間
の
作
付
面
積
を
指
し
た
。
許
可
申
請
書
は
'
第
一
条
第
五
号
は
「
作

付
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
作
物
ノ
種
類
」
、
「
作
付
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
農
地
ノ

所
在
地
へ
地
目
及
面
積
」
へ
「
作
付
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
理
由
」
を
5
第
五

条
第
三
号
へ
第
六
条
第
四
号
は
「
許
可
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
作
物
ノ
種
類
」
へ
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「
作
付
セ
ン
ト
ス
ル
農
地
ノ
所
在
地
へ
地
目
及
面
積
」
、
「
作
付
セ
ン
ト

ス
ル
理
由
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
記
し
て
、
知
事
宛
に
提
出
す
る
も
の
で
あ
っ

S
i農

地
作
付
統
制
に
関
す
る
許
可
申
請
の
手
続
き
は
'
上
記
の
規
程
に

ょ
る
申
請
者
か
ら
知
事
宛
の
「
許
可
申
請
書
」
が
町
村
役
場
に
出
さ
れ
'

町
村
長
は
そ
の
申
請
に
つ
い
て
の
「
意
見
書
」
　
(
知
事
宛
)
　
を
添
付
し

て
県
経
済
部
当
該
出
張
所
(
一
九
四
二
年
七
月
一
日
以
降
は
当
該
地
方

事
務
所
)
に
そ
れ
ら
の
書
類
を
提
出
し
た
。
そ
の
「
意
見
書
」
は
町
村

長
名
の
場
合
と
町
村
農
会
長
名
の
場
合
と
が
あ
っ
た
が
'
い
ず
れ
に
し

て
も
そ
の
許
可
申
請
が
妥
当
で
あ
る
旨
を
述
べ
て
い
た
。
「
許
可
申
請

書
」
と
「
意
見
書
」
は
'
経
済
部
当
該
出
張
所
長
か
ら
「
農
地
作
付
統

制
二
間
ス
ル
申
請
書
申
達
ノ
件
」
　
(
経
済
部
長
宛
)
　
と
し
て
県
庁
に
送

付
さ
れ
た
。
県
で
は
'
許
可
申
請
書
を
審
査
し
て
許
可
か
不
許
可
を
決

定
し
た
。
多
-
の
場
合
、
長
野
県
農
林
主
事
や
長
野
県
小
作
官
補
な
ど

が
実
情
調
査
の
た
め
に
現
地
に
赴
き
、
そ
の
現
地
調
査
を
も
と
に
許
可
・

不
許
可
が
審
査
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
を
'
県
経
済
部
長
よ
り
、
た
と
え

ば
「
農
地
作
付
統
制
細
則
第
五
条
第
三
号
ノ
規
程
二
依
ル
許
可
二
間
ス

ル
件
」
と
し
て
'
警
察
部
長
　
(
の
ち
経
済
保
安
課
長
)
、
経
済
部
当
該

出
張
所
長
(
の
ち
当
該
地
方
事
務
所
長
)
へ
当
該
町
村
長
宛
に
通
知
し
た
。

申
請
か
ら
結
果
が
出
る
ま
で
、
だ
い
た
い
二
へ
　
三
週
間
か
ら
三
ケ
月
ほ

ど
か
か
っ
た
。
『
昭
和
十
七
年
度
作
付
統
制
許
可
関
係
綴
』
　
に
は
、
そ

れ
ら
の
文
書
類
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

イ
　
知
事
に
よ
る
作
付
統
制
許
可

表
1
が
、
一
九
四
二
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
作
付
統
制
許
可
状

況
を
示
し
た
概
括
表
で
あ
る
。
申
請
事
件
ご
と
に
許
可
・
不
許
可
、
そ

の
理
由
な
ど
を
示
し
て
あ
る
。
処
理
条
項
を
み
る
と
、
長
野
県
農
地
作

付
統
制
細
則
第
一
条
第
五
号
は
二
件
へ
第
五
条
第
三
号
は
二
十
件
、
第

六
条
第
四
号
は
十
三
件
で
あ
-
、
ほ
と
ん
ど
は
第
五
条
第
三
号
へ
第
六

条
第
四
号
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
第
一
条
第
五
号
申
請
は
少
な
く
、

農
林
大
臣
指
定
の
食
糧
農
作
物
は
作
付
転
換
申
請
す
ら
し
に
く
か
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
食
糧
農
作
物
の
確
保
が
国
家
の
大
方
針
で
あ
っ

た
た
め
で
あ
る
。

さ
て
'
事
例
を
一
件
ご
と
に
み
て
い
-
と
、
許
可
・
不
許
可
の
基
準

が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
う
と
'
許
可
申
請
に
対

す
る
判
断
の
基
準
は
'
果
樹
へ
花
井
、
樹
酉
へ
薬
草
な
ど
知
事
指
定
の

抑
制
作
物
を
栽
培
し
ょ
う
と
す
る
耕
地
に
、
食
糧
農
作
物
を
栽
培
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
食
糧
農
作
物
の

栽
培
が
可
能
と
判
定
さ
れ
た
場
合
は
不
許
可
と
な
っ
た
(
七
番
、
八
番
へ

十
番
へ
十
九
番
、
三
十
番
)
。
特
に
平
坦
畑
地
の
場
合
に
は
許
可
は
難

し
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
急
傾
斜
地
の
山
林
開
墾
で
の
抑
制
作
物
の

栽
培
は
、
食
糧
農
作
物
の
栽
培
が
不
可
能
と
い
う
こ
と
で
許
可
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
場
合
に
も
、
常
に
他
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
慮
し
て
、
問

題
が
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
の
み
許
可
と
な
っ
て
い
る
。
平
坦
畑
地

の
場
合
に
許
可
が
難
し
か
っ
た
の
は
'
い
ろ
い
ろ
な
理
由
を
申
請
者
は

つ
け
て
い
た
が
'
そ
れ
を
許
可
と
す
る
と
歯
止
め
が
利
か
な
く
な
る
こ

と
を
県
庁
が
懸
念
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
特
別
な
配
慮
が
加

味
さ
れ
た
の
が
、
傷
痕
軍
人
の
申
請
者
(
二
番
、
六
番
、
十
八
番
へ
二

五
番
、
二
八
番
)
へ
家
族
に
応
召
者
の
い
る
申
請
者
(
二
四
番
)
、
家
族
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に
戦
死
者
の
い
る
申
請
者
(
三
二
番
)
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
に
も
'

家
族
人
員
、
経
営
面
積
、
所
得
や
特
記
事
項
(
病
気
や
年
齢
構
成
な
ど
)

を
考
慮
し
て
お
り
t
か
つ
申
請
面
積
が
小
さ
い
場
合
が
多
か
っ
た
。
そ

の
他
に
も
、
軍
需
関
連
工
場
の
敷
地
(
三
一
番
、
三
四
番
)
や
県
直
営

の
河
川
改
修
に
よ
る
潰
れ
地
(
二
四
番
。
但
し
こ
の
場
合
に
は
家
族
が

応
召
中
)
の
場
合
に
も
特
別
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
三
十
番
の
事
例
は
、
申
請
者
の
長
男
と
次
男
が
応
召
中
で

あ
っ
た
が
'
申
請
地
面
積
が
大
き
-
'
平
坦
桑
畑
地
で
あ
っ
た
こ
と
も

あ
り
へ
食
糧
農
作
物
の
栽
培
が
可
能
と
い
う
こ
と
で
不
許
可
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
へ
二
五
番
の
事
例
は
'
申
請
者
の
息
子
が
戦
死
し
て
い
る

が
、
不
許
可
と
な
っ
て
い
る
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
'
家
族
人
数
、

経
営
面
積
へ
洋
菊
・
百
合
の
栽
培
経
験
な
ど
を
考
慮
し
た
結
果
と
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
'
軍
関
係
(
傷
擁
軍
人
へ
応
召
家
族
へ
戦
死
者
家
族
な

ど
)
の
申
請
や
軍
需
会
社
敷
地
へ
の
配
慮
に
も
、
当
然
な
が
ら
へ
政
策

全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
さ
な
い
と
い
う
限
界
が
春
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。

薬
用
人
参
は
、
会
津
へ
松
江
、
信
州
が
三
大
名
産
地
で
あ
っ
た
が
'

作
付
統
制
が
開
始
さ
れ
る
一
九
四
一
年
で
み
る
と
'
長
野
県
は
全
国
生

産
額
の
五
十
三
%
を
占
め
へ
全
国
で
ト
ッ
プ
の
生
産
額
を
あ
げ
て
い

m
爪

た
。
長
野
県
は
、
農
地
作
付
統
制
政
策
に
関
し
て
へ
長
野
県
薬
用
人
参

組
合
協
会
(
小
県
郡
丸
子
町
)
か
ら
「
薬
用
人
参
作
付
統
制
こ
問
ス
ル

件
」
(
一
九
四
二
年
四
月
二
十
日
)
　
の
陳
情
を
受
け
て
い
る
。
薬
用
人

参
は
'
県
内
で
は
南
佐
久
へ
北
佐
久
へ
小
県
へ
埴
科
の
四
部
を
中
心
に

栽
培
さ
れ
て
い
た
。
薬
用
人
参
は
知
事
か
ら
抑
制
作
物
に
指
定
さ
れ
て

お
り
、
一
九
四
〇
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
一
年
間
の
作
付
面
積
を
超
え

て
作
付
け
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
陳
情
書
の
内
容
は
'
薬
用

人
参
の
栽
培
は
同
l
畑
に
l
代
(
約
四
十
年
間
)
　
l
回
と
限
ら
れ
'
連

作
絶
対
不
能
の
作
物
ゆ
え
必
ず
換
地
改
植
が
必
要
で
あ
り
'
換
地
改
植

を
認
め
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
と
、
栽
培
面
積
の
統
制
や
資
材
の
配
給

統
制
を
薬
用
人
参
組
合
協
会
に
任
せ
て
ほ
し
い
t
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
一
九
四
二
年
六
月
二
十
七
日
付
の
県
経
済
部
長
か
ら
の
回
答
は
、

薬
用
人
参
の
作
付
け
に
あ
た
っ
て
も
食
糧
増
産
第
一
主
義
が
大
原
則
で

あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
①
一
九
四
〇
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
一
年
間
の

作
付
面
積
の
範
囲
内
に
お
い
て
換
地
改
植
を
認
め
る
こ
と
へ
②
但
し
へ

そ
の
際
へ
桑
園
等
制
限
農
作
物
の
畑
地
に
換
地
す
る
こ
と
と
し
、
薬
用

人
参
が
作
付
け
さ
れ
て
い
た
換
地
跡
地
に
は
麦
へ
馬
鈴
薯
な
ど
の
食
糧

農
作
物
を
作
付
す
る
こ
と
へ
③
平
地
は
出
来
る
だ
け
避
け
る
こ
と
へ
④

当
該
農
地
の
あ
る
市
町
村
農
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
t
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
'
作
付
面
積
拡
張
ま
た
は
新
植
す
る
場
合
に
は
、
①
既
墾
地
は
認

め
な
い
こ
と
、
③
開
墾
し
て
作
付
面
積
を
拡
張
ま
た
は
新
植
す
る
場
合

に
は
'
農
地
作
付
統
制
細
則
第
六
条
第
四
号
に
よ
-
知
事
の
許
可
を
受

け
る
こ
と
、
③
そ
の
場
合
、
農
地
の
あ
る
市
町
村
農
会
の
意
見
書
を
添

付
す
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
'
食
糧
農
作
物
増
産
を

第
一
と
し
た
回
答
で
あ
っ
た
。
こ
の
回
答
を
う
け
て
'
山
林
開
墾
地
に

薬
用
人
参
を
新
植
・
拡
張
し
た
事
例
が
'
二
六
番
、
二
七
番
へ
二
九
番

で
あ
り
'
特
に
二
七
番
は
二
九
名
が
集
団
で
許
可
を
受
け
た
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
'
い
ず
れ
も
許
可
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
'
知
事
に
よ
る
作
付
統
制
許
可
申
請
は
処
理
さ
れ
た
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表1長野県における作付統制許可状況(1942年1月～12月)

県庁

番号

申 請 人 許可不

許可
処理条項 作 物 名 面 積 (皮 ) 許 可 不 許 可 事 由

住 所 人数

1
帝室林野局木曾支局諏訪

…ォ >'li

5 人

許可 軸刷 n -fc .i y - 樹苗 畑 25.000 国ノ計画的事業ニヨル

2
傷 痕 軍人 長野 療 養所 長

(上水内郡若槻村 )
許可 細別 6 条 4 号 替栗栽培 畑 0.529 国ノ奨励作物 ニヨル

3 上水内郡盲動 ーl村 不静可 細則 5 粂 3 号 畢果 畑 3.000 換地畑ハ 良畑 ト認 メ姪 シ

・I 北佐久郡川辺村 轟槻合 許可 細則 6 粂 4 号 落葉聡 苗 畑 0.908 荒廃桑 園転換 こヨル落兼松増穂

5 東筑摩郡宗賀村 1 人 許可 細別 5 条 3 号 畢果 原野 1.914 急斜面 山林 開墾ニ ヨル

6 下伊那部千代村 1 人 許可 細別 .5 粂 3 号 サ 'ft ・ 原野 2.000
急傾斜地 山林 開墾、右肩脚部銃創 ノ

傷痕軍人

7 北安曇郡七貴村 1 人 不 許可 細則 6 条 4 号 ォ l|l V * 畑 4.000 増反認 メ難 シ

8 埴科郡埴生村 1 人 不 許可 細則 r> 1 3 胡桃 畑 1.000 他 ノ畑こ普及 ノ虞 レア リ

9 下高井郡市川村 耕船 許可 細別 6 条 4 号 樹 西国 畑 0.800 荒廃桑園転換こ ヨル落葉松増植

10 下高井郡倭村 1 人 不許可 珊瑚 5 Si :!号 杷柳 畑 0.42 4 平坦部農地ニ シテ他こ及ス影響多 シ

10 下高井部木島村 1 人 不静可 細則 5 粂 3 号 草果 畑0 .72 7 平坦部農地こシテ他こ及ス影響多シ

ll 北安曇郡大町 1 人 許可 細則 5 条 3 号 畢果 原野 3 .327 山林開墾地

12 上高井郡綿内村 1 人 許可 細別 1 粂 5 号 蓮根 田5 .000 食糧農作物ノ作付 転換 、河川被害荒

13 長野市 1 人 許可 細則 5 条 3 号 革果 山林 9.028
地免租地

急斜 面ノ山林 開墾
16 更級郡 中津村 1 人 不許可 細一

m

S B

m

初

潮

m

細

M

鋼

細ノ

an

ォ

M l

細月

細旧

細月

細月

初 fl

細月

M il

細月

細貝

細月

細月

細貝

m iti

5 粂 3 号 畢果 畑 0.520 平坦部農地こシテ他 ニ及 ス影響多 シ

16 更級郡 中津村 . 1 人 不許可 5 条 3 号 畢果 畑 2.113 平坦 部農地 ニシテ他 ニ及 ス影響多 シ

16 更級郡 中津村 1 人 不許可 5 粂 3 号 革果 畑 0.510 平坦部 農地 こシテ他こ及 ス影響多 シ

17 更級郡更級村 1 人 許可 r.-fc 3 号 草果 山林 2.414 急斜面 ノ山林 開墾

18 北佐久都五郎兵衛新 田村 1 人 許可 6 条 4 号 洋菊 宅地 0.120 傷捷軍人、宅地内農地 ノ一部利用

19 更級郡共和村 1 人 不許可 5 粂 3 号 革果 畑 0.427 平退部農地 ニシテ他ニ及ス影響多 シ

19 更級部共和村 1 人 不許可 5 条 3 号 革果 畑 0.600 平坦部農地こ シテ他こ及ス影響多 シ

19 更級郡共和村 1 人 不許可 5 条 3 号 畢果 畑 0.425 平坦部農地ニ シテ他ニ及ス影響多 シ

転業浮遊労力利用、山林 開墾こ ヨル

増反認 メ難 シ

20 更級郡共和村 1 人 不許可 s -fe :i甘 畢果 畑 0.316

2 1 更級郡共和村 1 人 不許可 5 条 3 号 革果 畑 0.50 7

22 更級部共和村 1 人

1 人

1 人

2 人

1 人

蝣2 V

29 人

1 人

1 人

1 人

2 K

1 人

1 人

1 人

1 人

1 人

:蝣¥

不許可 r.蝣*.j 甘 草果 畑 0.82 2

23 南佐久郡岸野村 許可 5 条 3 号 畢果 山林 7 .2 00

24 上高井郡都住村 許可 5 条 3 号 畢果 畑 2 .604

25 北佐久郡協和村 不許可 6 条 4 号 洋菊 .百合 畑 0.317,宅 64坪

25 北佐久郡協和村 許可 6 粂 4 号 洋菊 宅 60坪

26 小県都東塩田村 許可 6 条 4 号 薬用人参 山0.922

27 北佐 久郡北御牧村 許可 6 条 4 号 3S MR * 山原野 27.610

-S 北佐 久郡協和村 許可 6 h t ii-洋菊 . 百合 畑 0.120

29 北佐 久郡北御 牧村 許可 6 条 4 号 薬用人参 原野 1 反

30 南安曇 郡温村 不許可 5 条 3 号 葡萄.準果 .桃 畑 15一10 3

31 東 筑摩邪宗賀村 許可 5 条 3 号 葡萄.畢果 .栄 畑 4.500

32 北佐久郡五郎兵衛新 田村 許可 6 条 4 号 洋菊 畑 0.020

3 3 北佐久郡岩村 田町 許可 5 粂 3 号 拳果 畑 1.102

34 東筑摩郡塩尻 町 許可 1 条 5 号 葡萄 畑 1.600

35 松本市 許可 5 条 3 号 率果 畑 1.305

36 東筑摩都 岡田村 許可 5 粂 3 号 草果 畑 i.000

小県郡富士 山村 不許可 6 条 4 号 薬用人参 畑 1.806

出典:長野県農政課柵和17年度作付就制許可関係綴j長野県行政文書。
注: 1)本表は、主に「昭和17年度作付統制許可関係綴」の中の総括表による。

2)県庁番号は、 F昭和17年度作付舶り許可関係別の中で、県庁がつけた番号である.
3)小県郡富士山村の資料は綴じられておらず、番号が付けられていない0

4)表中に欠けている県庁番号14番は、下高井郡夜間即す農会長からの換地改植についての問合せ(1942年5月2柑)
であり、 15番は長野県薬用人参組合協会(小県郡丸子町)からの陳情(「薬用人参作付統制こ開スル件」 1942年4
月20B)である0
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榔w態実用連の栄政刺統付作地農るチおに本日期時g
-

の
で
あ
る
が
、
食
糧
増
産
第
1
主
義
を
大
原
則
と
し
た
厳
格
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
そ
れ
で
も
軍
関
係
(
傷
痕
軍
人
、
応

召
家
族
へ
戦
苑
者
家
族
な
ど
)
や
軍
需
会
社
敷
地
へ
の
配
慮
は
存
し
た

が
、
そ
の
場
合
も
許
可
申
請
面
積
が
大
き
い
場
合
や
平
坦
地
で
あ
る
場

合
に
は
不
許
可
と
な
っ
て
お
り
、
政
策
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
さ
な
い

と
い
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
一
九
四
二

年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
で
'
許
可
件
数
は
二
四
件
へ
そ
の
面
積
は
一

〇
八
反
で
あ
っ
た
(
衣
-
参
照
)
0

(
2
)
農
地
作
付
統
制
違
反
の
実
態

以
上
の
よ
う
に
農
地
作
付
統
制
は
厳
格
に
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
'
そ
れ
と
は
別
に
農
地
作
付
統
制
違
反
は
ど
の
程
度
生
じ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
農
林
省
は
、
農
地
作
付
統
制
連
用
実
績
に
つ
い
て
、
l

九
四
三
年
八
月
三
十
日
現
在
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
照
会
事

項
の
一
つ
が
「
三
、
本
令
ノ
違
反
ノ
状
況
及
之
ガ
防
止
策
二
付
執
リ
ツ

(
7
)

ツ
ア
ル
事
項
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
'
長
野
県
に
お
け
る
検
挙

件
数
は
八
六
五
件
(
内
、
送
局
件
数
三
七
七
件
へ
訓
戒
件
数
四
八
人
件
)
へ

そ
の
違
反
面
積
は
、
果
樹
四
五
八
反
(
畢
果
の
新
楯
が
主
)
へ
花
井
二

三
反
へ
そ
の
他
七
二
反
へ
合
計
五
五
三
反
で
あ
っ
た
。
違
反
事
件
の
多

か
っ
た
時
期
は
一
九
四
二
年
秋
末
か
ら
四
三
年
春
期
で
あ
り
'
ち
ょ
う

ど
上
記
の
許
可
申
請
時
期
と
一
部
重
な
っ
て
い
た
。
違
反
の
動
機
は
、

「
制
限
作
物
ノ
多
ク
ガ
他
作
物
こ
比
シ
価
格
高
ク
採
算
上
有
利
ナ
ル
ト

ノ
見
地
ヨ
リ
違
反
セ
ル
モ
ノ
最
モ
多
シ
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
食
糧
農
作

物
よ
り
も
制
限
・
抑
制
農
作
物
の
ほ
う
が
、
収
益
性
が
か
な
り
高
い
と

(
8
)

い
う
点
は
'
統
制
違
反
事
件
を
生
む
主
要
因
で
あ
っ
た
。
政
府
は
'
制

限
・
抑
制
作
物
の
価
格
引
下
げ
に
よ
と
こ
の
不
均
衡
を
是
正
し
ょ
う

と
し
た
が
,
閣
価
格
が
広
範
に
存
在
し
て
い
る
状
況
下
で
は
'
こ
の
点

を
是
正
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。

引
き
続
き
、
前
掲
「
三
'
本
令
ノ
違
反
ノ
状
況
及
之
ガ
防
止
策
二
付

執
リ
ツ
ツ
ア
ル
事
項
」
に
よ
-
違
反
防
止
策
に
つ
い
て
み
る
と
、
桑
樹

と
果
樹
に
つ
い
て
、
特
に
配
慮
が
な
さ
れ
た
。
桑
樹
に
つ
い
て
は
へ
一

九
四
一
年
十
一
月
の
作
付
転
換
計
画
に
示
さ
れ
た
計
画
通
り
の
完
遂
と

そ
れ
に
対
す
る
補
助
金
交
付
の
督
促
が
違
反
防
止
策
と
し
て
提
示
さ
れ

て
い
た
。
桑
樹
整
理
に
つ
い
て
は
へ
一
九
四
一
年
十
一
月
へ
一
九
四
二

年
四
月
へ
一
九
四
二
年
十
一
月
の
三
回
に
わ
た
と
県
係
員
・
地
方
事

務
所
員
・
関
係
団
体
職
員
な
ど
が
全
県
下
各
市
町
村
に
対
し
て
桑
園
な

ど
の
整
理
と
食
糧
農
作
物
の
作
付
を
調
査
し
た
。
違
反
が
多
か
っ
た
果

棉
(
特
に
革
果
)
に
つ
い
て
は
へ
①
作
付
台
帳
の
整
備
へ
②
作
付
地
の

実
地
調
査
へ
③
不
法
作
付
者
の
抜
取
措
置
へ
を
と
っ
た
。
①
に
つ
い
て

は
、
一
九
四
二
年
十
二
月
二
十
六
日
の
経
済
部
長
通
牒
に
よ
っ
て
へ
臨

時
農
地
等
管
理
令
施
行
細
則
第
五
条
に
基
づ
き
一
九
四
一
年
四
月
十
五

H
ま
で
に
作
付
者
よ
り
経
済
部
出
張
所
(
当
時
)
に
届
け
出
た
作
付
明

1
o
・
[

細
書
に
よ
っ
て
台
帳
を
整
備
せ
し
め
る
こ
と
に
し
た
。
つ
ま
り
'
果
樹

新
樽
を
取
締
る
行
政
側
が
、
そ
の
基
礎
と
な
る
作
付
台
帳
を
十
分
に
整

備
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
農
地
作
付
統
制
に
と
っ

て
の
最
大
の
弱
点
で
あ
っ
た
。
②
に
つ
い
て
は
へ
一
九
四
三
年
一
月
に

県
係
員
が
果
樹
地
帯
の
町
村
に
出
張
し
、
実
地
踏
査
の
上
へ
不
法
作
付

者
に
つ
い
て
は
直
ち
に
抜
き
取
ら
せ
る
よ
う
に
町
村
に
指
示
し
た
。
③

に
つ
い
て
は
へ
　
l
九
四
三
年
四
月
経
済
部
長
通
牒
で
、
抑
制
作
物
(
特

9・

-
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に
革
果
)
に
つ
い
て
、
市
町
村
農
会
で
作
付
調
査
を
行
い
、
す
で
に
提

出
さ
れ
て
い
る
作
付
明
細
書
と
照
合
し
、
不
法
の
部
分
に
つ
い
て
は
市

町
村
農
会
長
に
抜
取
を
指
示
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
れ
ら
は
地
方
事

務
所
で
管
掌
し
、
五
月
末
ま
で
に
完
了
し
た
へ
と
し
て
い
た
。
た
だ
し
、

こ
の
②
と
③
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
ど
の
程
度
ま
で
厳
格
に
行
わ
れ
た

か
は
疑
問
で
あ
る
。

以
上
が
長
野
県
に
お
け
る
作
付
統
制
取
締
及
び
違
反
の
実
態
で
あ
っ

た
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
違
反
面
積
の
多
さ
で
あ
る
。
ア
で
み

た
よ
う
に
、
作
付
統
制
許
可
申
請
を
し
て
許
可
さ
れ
た
の
が
一
年
間
で

一
〇
八
反
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
年
九
ケ
月
間
の
違
反
面
積
五
五
三
反
は

平
均
的
に
み
て
(
一
ケ
月
平
均
で
み
て
)
ほ
ぼ
そ
れ
の
三
倍
に
の
ぼ
っ

て
い
た
。
こ
の
五
五
三
反
は
統
制
違
反
と
し
て
摘
発
さ
れ
た
面
積
で
あ

り
へ
こ
の
背
後
に
は
は
る
か
に
多
-
の
違
反
面
積
が
広
が
っ
て
い
た
と

(S!

思
わ
れ
る
。
申
請
許
可
面
積
は
実
際
の
統
制
違
反
面
積
か
ら
み
る
と
か

な
り
小
さ
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
手
続
き
を
踏
み
厳
格

に
審
査
し
て
許
可
さ
れ
た
面
積
に
比
べ
、
は
る
か
に
多
-
の
違
反
面
積

が
事
実
上
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
l
方
で
厳
格
な
審
査
を
し
て
い
な
が

ら
へ
他
方
で
は
そ
の
統
制
違
反
が
広
範
に
生
じ
て
い
る
　
(
統
制
違
反
を

抑
制
で
き
な
い
)
と
い
う
'
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
状
況
が
生
じ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。

三
へ
市
町
村
農
地
委
員
会
に
よ
る
耕
作
勧
告

(
-
)
長
野
県
農
地
作
付
統
制
細
則
第
七
粂

臨
時
農
地
等
管
理
令
第
八
条
は
'
「
地
方
長
官
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト

キ
ハ
道
府
県
農
地
委
員
会
又
ハ
市
町
村
農
地
委
員
会
ヲ
シ
テ
農
地
ノ
権

利
者
二
対
シ
其
ノ
農
地
ノ
耕
作
二
間
シ
勧
告
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
(
第

一
項
)
へ
「
地
方
長
官
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
農
地
ノ
権
利
者
こ
対

シ
其
ノ
農
地
ヲ
地
方
長
官
ノ
適
当
ト
認
ム
ル
者
ヲ
シ
テ
耕
作
セ
シ
ム
ル

為
賃
貸
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
(
第
二
項
)
　
で

あ
り
、
こ
れ
を
う
け
て
長
野
県
で
は
次
の
農
地
作
付
統
制
細
則
第
七
条

(
3
)

を
定
め
て
い
た
。

第
七
粂
　
市
町
村
農
地
委
員
会
其
ノ
市
町
村
二
在
ル
土
地
ニ
シ
テ
左

ノ
各
号
ノ
二
l
該
当
ス
ル
モ
ノ
こ
付
テ
ハ
当
該
土
地
ノ
権
利
者
二

対
シ
遅
滞
ナ
ク
其
ノ
土
地
ノ
耕
作
二
間
シ
勧
告
ヲ
為
ス
ベ
シ
但
シ

法
令
又
ハ
法
令
二
基
ク
処
分
二
依
り
耕
作
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ず
ル

土
地
二
関
シ
テ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

一
耕
作
ノ
目
的
二
俣
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
土
地
ニ
シ
テ
現
二
耕
作

二
供
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
放
置
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ

二
　
裏
作
其
ノ
他
ノ
耕
作
二
供
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
農
地
ニ
シ
テ
其

ノ
用
二
供
セ
ラ
レ
ザ
ル
モ
ノ

三
　
其
ノ
他
利
用
方
法
適
当
ナ
ラ
ザ
ル
農
地

前
項
ノ
勧
告
ヲ
受
ケ
タ
ル
土
地
ノ
権
利
者
正
当
ノ
理
由
ナ
ク
シ
テ

放
置
ス
ル
ト
キ
ハ
市
町
村
農
地
委
員
会
ハ
第
7
号
様
式
二
依
り
其
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ノ
事
情
ヲ
知
事
二
報
告
ス
ベ
シ

前
項
ノ
規
定
二
依
ル
報
告
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
土
地
ノ
権
利
者

二
対
シ
其
ノ
土
地
ヲ
知
事
ノ
適
当
ト
認
ム
ル
者
ヲ
シ
テ
耕
作
セ
シ

ム
ル
為
賃
貸
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

つ
ま
り
'
市
町
村
農
地
委
員
会
(
以
下
へ
農
委
と
す
る
)
は
'
耕
作

放
棄
地
の
権
利
者
に
対
し
、
そ
の
土
地
の
耕
作
を
勧
告
で
き
る
と
い
う

条
項
で
あ
り
'
そ
れ
で
も
耕
作
を
し
な
い
場
合
に
は
市
町
村
農
委
は
そ

の
事
情
を
知
事
に
報
告
し
'
場
合
に
よ
っ
て
は
、
知
事
は
第
三
者
を
し

て
へ
そ
の
耕
地
を
耕
作
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

(
2
)
長
野
県
下
伊
那
郡
座
光
寺
村
農
地
委
員
会
の
事
例

こ
こ
で
は
'
農
委
に
よ
る
耕
作
勧
告
の
具
体
的
状
況
を
検
討
す
る
た

め
へ
長
野
県
下
伊
那
郡
座
光
寺
村
農
委
の
事
件
を
と
り
あ
げ
た
い
。
座

光
寺
村
農
地
委
員
会
『
自
昭
和
十
八
年
会
議
録
』
に
は
'
一
九
四
三
年

(S)

度
以
降
の
議
事
録
と
関
連
資
料
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
　
『
自
昭
和

十
八
年
会
議
録
』
に
は
'
農
地
作
付
統
制
細
則
第
七
条
に
よ
る
耕
作
勧

告
発
動
に
つ
い
て
の
事
件
が
二
件
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
'
そ

れ
を
検
討
し
た
い
。

[
事
件
二
一
九
四
三
年
五
月
十
五
日
の
村
農
委
で
、
田
〇
・
六
一

六
反
へ
畑
三
・
〇
〇
三
反
に
対
す
る
農
地
作
付
統
制
細
則
第
七
条
発
動

が
議
題
と
さ
れ
た
。
問
題
の
耕
地
は
'
「
時
局
下
国
家
ノ
要
請
二
基
キ

一
昨
年
以
来
再
三
委
員
長
ト
シ
テ
又
農
会
長
ト
シ
テ
耕
作
監
理
二
関
シ

勧
告
シ
タ
ル
モ
未
ダ
今
日
こ
至
ル
モ
充
分
耕
作
シ
得
ル
こ
至
ズ
放
置
セ

ラ
ル
、
」
と
い
う
田
畑
で
'
耕
作
者
は
病
気
等
の
為
耕
作
で
き
な
い
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
村
農
委
で
は
'
本
件
は
農
地
作
付
統
制
細
則
第

七
条
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
'
勧
告
し
て
も
耕
作
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
為
へ
第
l
号
様
式
を
も
っ
て
知
事
に
報
告
す
る
か
ど
う
か
が
へ

当
事
者
を
交
え
て
議
論
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
へ
知
事
へ
の
報
告
は
と
り

あ
え
ず
保
留
L
t
問
題
の
耕
地
に
つ
い
て
は
一
部
を
耕
作
者
が
引
き
続

き
耕
作
L
へ
他
の
部
分
は
村
農
委
が
適
当
な
耕
作
者
を
定
め
る
と
し
て

は
ど
う
か
t
と
い
う
こ
と
と
な
っ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
'
特
別
委
員

会
を
設
置
し
'
農
地
委
員
二
名
と
当
事
者
・
関
係
者
と
で
'
さ
ら
に
懇

談
協
議
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
引
き
続
き
五
月
十
七
日
に
特
別
委
員

会
が
開
催
さ
れ
'
耕
作
者
の
耕
作
地
の
確
定
と
耕
作
者
が
耕
作
し
な
い

耕
地
の
耕
作
者
・
小
作
料
な
ど
の
詳
細
が
決
定
さ
れ
た
。

[
事
件
二
]
一
九
四
四
年
五
月
十
八
日
の
村
農
委
で
'
田
一
二
≡

七
反
へ
畑
五
・
四
〇
九
反
に
対
す
る
農
地
作
付
統
制
細
則
第
七
条
発
動

が
議
題
と
さ
れ
た
。
問
題
の
耕
地
は
'
「
緊
迫
セ
ル
決
戦
下
国
家
ノ
要

請
二
基
ク
食
糧
増
産
ノ
見
地
二
於
テ
昨
年
来
再
三
耕
作
こ
問
シ
勧
告
シ

タ
ル
モ
未
夕
今
日
二
至
ル
モ
正
当
ノ
理
由
ナ
ク
放
置
尚
耕
作
不
十
分
ナ

ル
ハ
誠
二
遺
憾
ノ
極
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
耕
作
者
は
「
本
人
ノ

家
庭
ノ
事
情
耕
地
こ
対
ス
ル
耕
作
ノ
熱
意
殆
ド
無
キ
」
、
あ
る
い
は
本
人

は
「
職
業
転
換
ヲ
希
望
」
し
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
た
。
本
件
の
処

理
も
事
件
一
と
同
様
に
、
農
地
委
員
二
名
に
当
事
者
・
関
係
者
で
、
よ

り
詳
細
を
詰
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
翌
日
十
九
日
夜
に
こ
の
懇
談
会
が

開
か
れ
'
そ
の
結
果
へ
問
題
の
耕
地
八
筆
の
う
ち
t
 
l
筆
は
本
人
の
自

作
へ
残
-
七
筆
は
近
隣
の
唐
沢
実
行
組
合
が
耕
作
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ち
な
み
に
、
本
件
が
第
一
号
様
式
を
も
っ
て
知
事
に
報
告
さ
れ
た
か
ど

う
か
は
確
認
で
き
な
い
が
'
一
九
四
四
年
五
月
二
十
三
日
に
は
「
事
件

17



処
理
顛
末
報
告
」
が
作
成
さ
れ
て
お
り
へ
こ
の
報
告
書
は
県
庁
に
送
付

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
が
、
座
光
寺
村
農
蚕
に
よ
る
耕
作
勧
告
事
件
で
あ
る
。
問
題
の

農
地
は
い
ず
れ
も
「
耕
作
ノ
目
的
二
俣
ス
ル
コ
-
ヲ
得
ル
土
地
こ
シ
テ

現
二
耕
作
二
供
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
放
置
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
」
で
あ
り
、
二
件

と
も
明
ら
か
に
農
地
作
付
統
制
細
則
第
七
条
発
動
の
対
象
と
な
る
も
の

で
あ
っ
た
。
座
光
寺
村
農
垂
で
は
、
農
地
作
付
統
制
細
別
の
規
程
に
従

い
適
格
に
対
応
し
て
い
た
と
い
え
る
。
農
地
作
付
統
制
細
則
第
七
条
発

動
に
対
し
て
'
市
町
村
農
委
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
を
具
体
的

に
示
す
事
例
と
い
え
よ
う
。

四
へ
　
お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
を
ま
と
め
つ
つ
へ
今
後
の
課
題
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

農
地
作
付
統
制
に
つ
い
て
は
、
従
来
研
究
が
少
な
く
そ
の
具
体
的

な
政
策
変
遷
す
ら
十
分
に
明
ら
か
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
'
本
稿
で

は
長
野
県
農
政
課
『
昭
和
十
七
年
度
作
付
統
制
許
可
関
係
綴
』
を
用
い

て
、
作
付
統
制
許
可
の
連
用
実
態
を
解
明
し
た
。
県
庁
に
お
け
る
統
制

許
可
申
請
の
処
理
は
'
何
よ
り
も
食
糧
増
産
第
一
主
義
を
大
原
則
と
し

た
厳
格
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
軍
関

係
や
軍
需
会
社
敷
地
へ
の
特
別
の
配
慮
は
存
在
し
た
が
へ
そ
の
場
合
で

も
許
可
申
請
面
積
が
大
き
い
場
合
や
平
坦
地
で
あ
る
場
合
に
は
不
許
可

と
な
っ
て
お
-
'
政
策
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を

原
則
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
'
県
庁
に
よ
る
統
制
許
可

は
か
な
り
厳
格
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
他
方
統
制
違
反
は
広

範
に
生
じ
て
い
た
。
摘
発
さ
れ
た
統
制
違
反
面
積
だ
け
で
も
県
庁
に
よ

る
統
制
許
可
面
積
の
三
倍
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
摘
発
面
積
の
背

後
に
は
広
範
に
統
制
違
反
が
生
じ
て
い
た
か
ら
、
厳
格
な
統
制
許
可
処

理
と
広
範
な
統
制
違
反
の
存
在
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
状
況
が
生
じ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
戦
時
期
作
付
統
制
の
実
態
で
あ
っ
た
。

耕
作
勧
告
に
つ
い
て
は
、
座
光
寺
村
農
委
に
よ
る
二
件
の
耕
作
勧
告

事
件
を
検
討
し
た
。
座
光
寺
村
農
委
で
は
、
長
野
県
農
地
作
付
統
制
細

則
の
規
程
に
従
い
、
適
切
に
対
応
し
て
い
た
と
い
え
る
。
農
地
作
付
統

制
細
則
第
七
条
に
関
し
て
、
市
町
村
農
要
の
対
応
を
具
体
的
に
示
す
事

例
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
全
国
的
な
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

お
そ
ら
-
全
国
の
市
町
村
で
も
類
似
の
事
態
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
-
、
市
町
村
農
蚕
が
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
が
'
ど
れ
ぐ
ら
い
の
割
合
で
市
町
村
農
委
が
関
与
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
四
二
年
十
月
ま
で
の
実
績
調
査
で
あ
る
『
農

地
調
整
法
施
行
状
況
等
調
査
二
関
ス
ル
件
』
　
(
農
林
省
文
書
)
　
に
臨
時

農
地
等
管
理
令
第
八
条
に
関
与
し
た
市
町
村
農
委
の
調
査
が
あ
る
。
表

2
が
一
年
間
(
l
九
四
l
年
十
月
末
～
四
二
年
十
月
末
)
　
の
市
町
村
農

要
の
関
与
数
を
示
し
て
い
る
。
割
合
は
関
与
率
(
全
農
委
の
中
に
し
め

る
関
与
農
委
数
の
割
合
)
　
で
あ
る
。
全
国
的
に
み
て
飛
び
ぬ
け
て
い
る

の
は
鳥
取
(
一
六
七
農
委
'
関
与
率
l
〇
〇
%
)
　
で
、
つ
づ
い
て
'
滋

質
(
一
五
二
農
委
'
関
与
率
八
十
四
%
)
、
青
森
(
八
八
農
委
、
関
与

率
五
十
五
%
)
と
な
る
。
全
国
で
関
与
が
あ
っ
た
の
は
十
七
府
県
で
あ
っ

た
。
長
野
県
は
関
与
の
事
実
な
し
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
'
座
光
寺
村
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注

の
事
例
は
l
九
四
三
年
以
降
の
も
の
で
あ
-
t
 
l
九
四
三
年
以
降
に
は

増
加
し
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
四
二
年
十
月
時
点
で
の
全
国
の
関
与
率

は
六
%
と
あ
ま
-
高
-
は
な
か
っ
た
が
'
こ
れ
も
長
野
県
の
動
き
を
み

る
な
ら
ば
へ
一
九
四
三
年
以
降
も
っ
と
増
加
し
た
に
違
い
な
い
。
た
だ

し
へ
残
念
な
が
ら
一
九
四
二
年
十
月
以
降
の
全
国
デ
ー
タ
は
今
の
と
こ

ろ
見
出
せ
な
い
。
よ
-
多
-
の
市
町
村
農
委
の
資
料
を
も
と
に
推
測
す

る
し
か
な
い
。
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

註
(
-
)
　
坂
根
嘉
弘
「
農
地
作
付
統
制
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
(
上
)
」
(
『
広

島
大
学
経
済
論
叢
』
二
七
-
二
二
〇
〇
三
年
)
へ
坂
根
嘉
弘
「
農
地
作

付
統
制
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
(
下
)
」
(
『
広
島
大
学
経
済
論
叢
』
二

七
-
二
、
二
〇
〇
三
年
)
0

(
2
)
一
九
四
一
年
に
お
け
る
全
国
の
作
付
転
換
割
当
面
積
の
う
ち
へ
長
野

県
は
一
県
だ
け
で
十
二
%
を
し
め
て
い
る
(
「
食
糧
増
産
経
済
部
長
地
方

別
打
合
会
」
へ
　
『
農
林
時
報
』
一
九
四
一
年
十
月
十
五
日
)
0

(
3
)
　
『
長
野
県
報
』
一
五
二
へ
一
九
四
一
年
十
月
二
十
一
二
日
。

(
4
)
長
野
県
農
政
課
『
昭
和
十
七
年
度
作
付
統
制
許
可
関
係
綴
』
長
野
県
行

政
文
書
へ
長
野
県
立
歴
史
館
所
蔵
。

(
5
)
　
以
下
、
「
長
野
県
令
第
八
十
二
号
　
農
地
作
付
統
制
細
則
」
へ
「
長
野
県

告
示
第
九
〇
二
号
」
　
(
『
長
野
県
報
』
　
l
五
一
一
へ
　
l
九
四
l
年
十
月
二

十
三
日
)
　
に
よ
る
。

(
6
)
　
『
農
林
省
統
計
表
』
一
九
四
一
年
。
長
野
県
薬
用
人
参
組
合
協
会
は
、

二
十
六
の
町
村
薬
用
人
参
組
合
を
も
っ
て
一
九
三
三
年
七
月
に
設
立
。

人
参
の
生
産
へ
集
荷
へ
加
工
、
販
売
の
二
光
的
事
業
を
行
い
へ
上
海
市

場
へ
の
販
路
開
拓
を
行
っ
た
。
戦
中
・
戦
後
へ
福
島
、
島
根
あ
る
い
は

北
海
道
の
生
産
額
は
急
減
L
t
一
九
四
九
年
に
は
長
野
県
の
生
産
量
が

全
国
の
八
十
二
%
を
占
め
る
ま
で
に
な
る
(
『
農
林
省
統
計
表
』
　
l
九
四

九
年
)
。
長
野
県
の
み
が
生
産
量
を
伸
ば
す
と
い
う
へ
こ
の
最
大
の
理
由

が
長
野
県
薬
用
人
参
組
合
協
会
に
よ
る
人
参
生
産
者
団
体
の
組
織
的
対

応
(
共
販
体
制
)
　
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
生
産
に
お
け
る
技

術
指
導
は
勿
論
な
が
ら
集
荷
へ
加
工
と
そ
の
製
品
規
格
の
設
定
へ
販
路

の
拡
大
を
生
産
者
団
体
が
組
織
的
に
行
っ
て
い
た
。
福
島
へ
島
根
、
鳥

取
で
は
こ
れ
ら
の
組
織
的
対
応
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
へ
集
荷
も
民
間
商

人
が
担
っ
て
い
た
。
戦
時
中
の
農
地
作
付
統
制
(
人
参
栽
培
統
制
)
　
に

際
し
て
も
'
農
地
作
付
統
制
に
よ
っ
て
「
人
参
の
作
付
が
制
限
さ
れ
'

減
産
の
一
途
を
辿
っ
た
が
、
独
り
本
県
で
の
人
参
耕
作
に
つ
い
て
吾
々
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は
'
種
々
の
理
由
を
掲
げ
て
'
作
付
制
限
の
緩
和
に
つ
い
て
関
係
方
面

に
強
-
要
望
へ
陳
情
し
た
の
で
、
媛
和
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
」
の
で

あ
る
(
以
上
、
『
創
立
五
十
周
年
記
念
誌
』
、
信
州
人
参
農
業
協
同
組
合
へ

一
九
八
二
年
。
引
用
は
一
〇
頁
)
。
人
参
生
産
者
団
体
の
組
織
的
対
応
が

長
野
県
人
参
生
産
を
守
り
へ
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
(
そ
の

他
へ
「
日
本
人
参
史
」
編
集
委
員
会
『
日
本
人
参
史
』
、
一
九
六
八
年
が

詳
し
い
)
。
ち
な
み
に
、
薬
用
人
参
の
収
益
性
は
飛
び
抜
け
て
高
く
へ
一

九
三
二
年
調
査
で
反
当
収
益
は
米
の
三
十
二
倍
に
の
ぼ
っ
て
い
た
(
武

島
一
義
「
農
業
経
営
転
換
と
桑
園
代
作
」
、
『
長
野
県
農
会
報
』
二
1
四
へ

一
九
三
四
年
十
月
)
0

(
7
)
　
『
昭
和
十
八
年
八
月
三
十
日
農
地
作
付
統
制
規
則
運
用
状
況
調
査
』
農

林
省
文
書
。
ち
な
み
に
へ
　
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
　
(
一
九
四
四
年
五
月
二
十

九
日
)
は
'
農
地
作
付
統
制
違
反
調
査
の
結
果
へ
調
査
件
数
九
〇
〇
八

件
の
う
ち
、
違
反
件
数
四
八
八
件
へ
違
反
面
積
五
五
町
、
悪
質
違
反
一

九
九
件
で
'
果
樹
は
八
十
%
を
占
め
る
と
報
じ
て
い
る
。

(
8
)
　
帝
国
農
会
は
作
付
転
換
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
作
物
に
つ
い
て
へ
事

前
に
品
目
別
に
か
な
り
詳
細
な
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。
帝
国
農
会
調

査
部
『
作
物
転
換
に
関
す
る
調
査
』
(
第
1
輯
～
第
九
韓
へ
一
九
四
l
年

十
月
)
で
あ
る
。
薬
用
人
参
(
『
作
物
転
換
に
関
す
る
調
査
』
第
六
輯
所

収
)
も
含
め
制
限
・
抑
制
農
作
物
の
ほ
う
が
食
糧
農
作
物
と
比
べ
て
収

益
性
が
格
段
に
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
-
'
作
付
転
換
実
施
に
際
し

て
へ
そ
の
価
格
差
か
ら
統
制
違
反
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

(
9
)
　
長
野
県
上
伊
那
郡
中
川
村
役
場
文
書
に
は
、
臨
時
農
地
等
管
理
令
施

行
細
則
第
五
条
(
果
樹
な
ど
第
一
条
に
よ
る
新
柏
禁
止
作
物
を
作
付
け

し
て
い
る
も
の
は
一
九
四
一
年
四
月
十
五
日
ま
で
に
第
二
号
様
式
を

も
っ
て
作
付
明
細
書
を
知
事
に
届
け
出
る
と
い
う
も
の
)
に
よ
る
『
農

地
等
管
理
令
施
行
細
則
第
五
条
第
二
号
様
式
届
書
　
付
属
控
書
類
』
(
一

九
四
一
年
四
月
十
五
日
へ
南
向
村
園
芸
組
合
、
中
川
村
歴
史
民
俗
資
料

館
所
蔵
)
が
あ
る
。
な
お
へ
農
地
作
付
統
制
の
実
行
を
迫
る
の
は
'
行

政
や
警
察
の
ほ
か
翼
賛
壮
年
団
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
全
国
的
な
動
き
で

あ
っ
た
。

(
S
)
　
農
地
作
付
統
制
の
統
制
違
反
が
多
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
坂
根

嘉
弘
「
戦
時
農
地
統
制
は
守
ら
れ
た
か
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
七
八
七
へ

二
〇
〇
四
年
)
　
を
参
照
。

(
3
)
　
『
長
野
県
報
』
一
五
二
へ
一
九
四
一
年
十
月
二
十
三
日
。

(
S
)
　
冒
昭
和
十
八
年
会
議
録
』
座
光
寺
柑
農
地
委
員
会
へ
飯
田
市
歴
史
研

究
所
所
蔵
。

[
付
記
]
　
本
稿
は
'
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
(
o
)
　
(
~
)
　
(
課
題
番
号

1
6
5
3
0
2
2
8
)
　
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(
広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
)
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